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令和９年度 岩手県立大学大学院入学者選抜概要 

10  総合政策研究科 総合政策専攻 博士前期課程 

募 集 

人 員 

第１次募集 第２次募集 

１０名 
未定 (第１次募集の結果により 11 月中旬に本学ホームペー

ジにおいて発表) 

区                         分 

 志願

区分 
一 般 推薦（学内） 社 会 人 外国人留学生 

 出願

資格 

   次のいずれかに該当する者 

１ 学校教育法第 83 条に定める大学を

卒業した者及び令和９年３月末日ま

でに卒業見込みの者 

２ 学校教育法第 104 条第７項の規定

により学士の学位を授与された者及

び令和９年３月末日までに学士の学

位を授与される見込みの者 

３ 外国において、学校教育における

16 年の課程を修了した者及び令和９

年３月末日までに修了見込みの者 

４ 外国の学校が行う通信教育におけ

る授業科目を我が国において履修す

ることにより当該外国の学校教育に

おける 16 年の課程を修了した者及び

令和９年３月末日までに修了見込み

の者 

５ 我が国において、外国の大学の課程

(その修了者が当該外国の学校教育に

おける 16 年の課程を修了したとされ

るものに限る。)を有するものとして

当該外国の学校教育制度において位

置付けられた教育施設であって、文部

科学大臣が別に指定するものの当該

課程を修了した者及び令和９年３月

末日までに修了見込みの者 

６ 外国の大学その他の外国の学校(そ

の教育研究活動等の総合的な状況に

ついて、当該外国の政府又は関係機関

の認証を受けた者による評価を受け

たもの又はこれに準ずるものとして

文部科学大臣が別に指定するものに

限る。)において、修行年限が３年以

上である課程を修了すること(当該外

国の学校が行う通信教育における授

業科目を我が国において履修するこ

とにより当該課程を修了すること及

び当該外国の学校教育制度において

位置づけられた教育施設であって前

号の指定を受けたものにおいて課程

を修了することを含む。)により、学

士の学位に相当する学位を授与され

た者及び令和９年３月末日までに授

与される見込みの者 

７ 専修学校の専門課程(修業年限が４

年以上であることその他の文部科学

大臣が定める基準を満たすものに限

る。)で文部科学大臣が別に指定する

ものを文部科学大臣が定める日以後

に修了した者及び令和９年３月末日

までに修了見込みの者 
８ 文部科学大臣の指定した者(昭和 28

年文部省告示第 5号) 

９ 次のいずれかに該当する者であっ

て、本学大学院において審査の結果、

所定の単位を優れた成績をもって修

令和９年３月末

日までに岩手県立

大学総合政策学部

を卒業見込みで、

学業成績が極めて

優れていて、学部

長からの推薦が得

られた者、かつ、

入学を確約できる

者 

 

志願区分「一般」の出願資

格に該当する者で、企業、官

公庁、教育機関、研究機関、

又はその他各種団体等に出

願時点で２年以上の在職又

は活動の経験(通算可)を有

し、24歳に達している者 

  日本国籍を有しない者(日

本国永住者を除く。)で、志

願区分「一般」の出願資格

の１から９まで(９の(1)を

除く。)のいずれかに該当す

る者 



１９ 

 

得したと認めたもの 

(1) 大学に３年以上在学した者及び令

和９年３月末日までに在学期間が

３年以上となる者 

(2) 外国において学校教育における

15 年の課程を修了した者及び令和

９年３月末日までに修了見込みの

者 

(3) 外国の学校が行う通信教育におけ

る授業科目を我が国において履修

することにより当該外国の学校教

育における 15 年の課程を修了した

者及び令和９年３月末日までに修

了見込みの者 

(4) 我が国において、外国の大学の

課程(その修了者が当該外国の学校

教育における 15 年の課程を修了し

たとされるものに限る。)を有するも

のとして当該外国の学校教育制度に

おいて位置付けられた教育施設であ

って、文部科学大臣が別に指定する

ものの当該課程を修了した者及び令

和９年３月末日までに修了見込みの

者 

10 本学大学院において、個別の入学

資格審査により、大学を卒業した者

と同等以上の学力があると認めた者

で、令和９年４月１日現在で 22歳に

達しているもの 

 

出願

資格

審査

にお

ける

提出

書類 

 

９又は 10の該当者 

① 出願資格審査申請書 

② 履歴書 

③ 研究計画書 

④ 成績証明書 

⑤ 卒業論文又はそれに代わるもの 

⑥ 卒業・修了（見込)証明書(10の該当

者に限る) 

⑦ 在学(期間)証明書(９の(1)の該当

者に限る) 

⑧ 本人のあて先記入の角形 2 号封筒

（※資格審査書類を速達で返送する

ために必要な金額分の郵便切手を貼

付のこと） 

 志願区分「一般」の出願資格

９又は 10の該当者 

① 出願資格審査申請書 

② 履歴書 

③ 業績レポート・研究計画

書 

④ 成績証明書 

⑤ 卒業・修了（見込)証明

書(10の該当者に限る) 

⑥ 在学(期間)証明書(９の

(1)の該当者に限る)  

⑦ 本人のあて先記入の角

形 2号封筒（※資格審査書

類を速達で返送するため

に必要な金額分の郵便切

手を貼付のこと） 

志願区分「一般」の出願資格

９（９の(1)を除く）の該当者 

① 出願資格審査申請書 

② 履歴書 

③ 研究計画書 

④ 成績証明書 

⑤ 本人のあて先記入の角形

2号封筒（※資格審査書類を

速達で返送するために必要

な金額分の郵便切手を貼付

のこと） 

 事前

面談 

出願前の事前面談を受けることを強く

推奨します。事前面談により受入を認め

た場合は専門科目を免除します。 

― 出願前の事前面談を受けることを強く推奨します。事前面

談により受入を認めた場合は専門科目を免除します。 

 

選抜 

方法 

１ 専門科目 

２ 口頭試問 

３ 出願書類 

  １、２の結果及び３を総合して判定す

る。 

１ 口頭試問 

２ 出願書類 

 

１、２の結果を総

合して判定する。 

１ 専門科目 

２ 口頭試問 

３ 出願書類 

１、２の結果及び３を総合し

て判定する。 

１ 専門科目 

２ 口頭試問 

３ 出願書類 

１、２の結果及び３を総合

して判定する。 

 

 第１次募集 第２次募集 

出願資格審査

申 出 期 間 
令和８年５月２９日(金)から６月２日(火)まで 令和８年１２月４日(金)～１２月８日(火) 

出 願 前 

事 前 面 談 
令和８年６月１２日(金)まで（仮） 令和８年１２月１８日(金)まで 

出 願 期 間 令和８年６月２２日(月)から６月２５日(木)まで 令和９年１月１９日(火)から１月２２日(金)まで 

試験実施日 令和８年７月１１日(土) 令和９年２月１８日(木) 

合格発表日 令和８年７月２２日(水) 令和９年３月１日(月) 

入学手続期間 令和８年１０月１日（木）から１０月６日（火）まで 令和９年３月３日(水)から３月１０日(水)まで 

 



２０ 

 

11  総合政策研究科 総合政策専攻 博士後期課程 

募 集 

人 員 

第１次募集 第２次募集 

３名 
未定 (第１次募集の結果により 11月中旬に本学ホームペー

ジにおいて発表) 

区                                              分 

 

志願

区分 
一 般 社 会 人 外国人留学生 

出願 

資格 

  次のいずれかに該当する者 

１  修士の学位又は専門職学位を有する者及び令和９年

３月末日までに取得見込みの者 

２  外国の大学の大学院において、修士の学位又は専門

職学位に相当する学位を取得した者及び令和９年３月

末日までに取得見込みの者 

３ 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が

国において履修し、修士の学位又は専門職学位に相当

する学位を授与された者及び令和９年３月末日までに

授与される見込みの者 

４ 我が国において、外国の大学院の課程を有するもの

として当該外国の学校教育制度において位置付けられ

た教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するも

のの当該課程を修了し、修士の学位又は専門職学位に

相当する学位を授与された者及び令和９年３月末日ま

でに授与される見込みの者 

５ 国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間

の協定の実施に伴う特別措置法(昭和 51 年法律第 72

号)第１条第２項に規定する 1972年 12月 11日の国際

連合総会決議に基づき設立された国際連合大学(以下、

「国際連合大学」という。)の課程を修了し、修士の学

位に相当する学位を授与された者 

６ 外国の学校又は第４号の指定を受けた教育施設の教

育課程を履修し、大学院設置基準(昭和 49 年文部省令

第28号)第16条の２に規定する試験及び審査に相当す

るものに合格し、修士の学位を有する者と同等以上の

学力があると認められた者 

７ 文部科学大臣の指定した者(平成元年文部省告示第

118号) 

８  本学大学院において、個別の入学資格審査により、

修士の学位又は専門職学位を有する者と同等以上の学

力があると認めた者で、令和９年４月 1日現在で 24歳

に達している者 

志願区分「一般」の出願資格に該

当する者で、企業、官公庁、教育機

関、研究機関又はその他各種団体等

に出願時点で２年以上の在職又は

活動経験(通算可)を有し、26 歳に

達している者 

  日本国籍を有しない者(日本国

永住者を除く。)で、志願区分「一

般」の出願資格の１から７までの

いずれかに該当する者 

出願

資格

審査

にお

ける

提出

書類 

 

７又は８の該当者 

① 出願資格審査申請書 

② 履歴書 

③ 成績証明書 

④ 卒業(修了)証明書 

⑤ 研究計画書 

⑥ 大学又は研究所等において２年以上研究に従事した

証明書(７の該当者に限る) 

⑦ 大学又は研究所等において行った研究の要旨(７の

該当者に限る) 

⑧ その他の参考資料(７の該当者に限る)  
⑨ 本人のあて先記入の角形２号封筒（※資格審査書類

を速達で返送するために必要な金額分の郵便切手を貼

付のこと） 

出願資格「一般」の７又は８の該当

者 

① 出願資格審査申請書 

② 履歴書 

③ 成績証明書 

④ 卒業(修了)証明書 

⑤ 業績レポート・研究計画書 

⑥ 大学又は研究所等において２

年以上研究に従事した証明書(７

の該当者に限る) 

⑦ 大学又は研究所等において行

った研究の要旨(７の該当者に限

る) 

⑧ その他の参考資料(７の該当者

に限る) 

⑨ 本人のあて先記入の角形２号

封筒（※資格審査書類を速達で返

送するために必要な金額分の郵

便切手を貼付のこと） 

出願資格「一般」の７の該当者 

① 出願資格審査申請書 

② 履歴書 

③ 成績証明書 

④ 卒業(修了)証明書 

⑤ 研究計画書 

⑥  大学又は研究所等において

２年以上研究に従事した証明

書(７の該当者に限る) 

⑦ 大学又は研究所等において

行った研究の要旨(７の該当者

に限る) 

⑧ その他の参考資料 

⑨ 本人のあて先記入の角形２

号封筒（※資格審査書類を速達

で返送するために必要な金額

分の郵便切手を貼付のこと） 

事前

面談 
すべての出願予定者において、出願前の事前面談を受けることが必須です。 

選抜 

方法 

１  口頭試問(修士論文あるいは修士論文に準じる業績の発表を含む) 

２  修士論文とその要旨、あるいは修士論文に準じる業績を示すもの 

３  出願書類 

  １の結果及び２、３を総合して判定する。 



２１ 

 

 

 

 第１次募集 第２次募集 

出願資格審査

申 出 期 間 
令和８年５月２９日(金)から６月２日(火)まで 令和８年１２月４日(金)～１２月８日(火) 

出 願 前 

事 前 面 談 
令和８年６月１２日(金)まで（仮） 令和８年１２月１８日(金)まで 

出 願 期 間 令和８年６月２２日(月)から６月２５日(木)まで 令和９年１月１９日(火)から１月２２日(金)まで 

試験実施日 令和８年７月１１日(土) 令和９年２月１８日(木) 

合格発表日 令和８年７月２２日(水) 令和９年３月１日(月) 

入学手続期間 令和８年１０月１日（木）から１０月６日（火）まで 令和９年３月３日(水)から３月１０日(水)まで 

 

 


